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             高 津 支 援 学 校 

ＰＴＡ代表  比留間 裕美                                                   

 

          令和 7年度 第２回運営委員会報告(５月 28 日)   

◆ 出席された先生 

山﨑校長、吉田先生 

        

◆ 学校長より 

 過ごしやすい季節となりましたが、日によって気温差もあり、すでに教室ではエアコンを使用してお

ります。その影響もあってか、体調を崩すお子さんも見られますが、毎日元気に登校しています。   
5 月に高等部が広島、分教室が北海道の函館へ修学旅行に行ってきました。広島では広島焼きを食べ、

宮島で衣装を着て写真を撮り、素敵なしゃもじのお土産になっています。高等部の廊下に展示してあり

ますので、ぜひご覧ください。函館では、あいにく少し雨も降りましたが、函館山からの 100 万ドル

の夜景や五稜郭見学、グループ活動など、普段学校では体験できないことを通してたくさんのことを学

んできました。修学旅行が終わると、卒業後の進路に向けて、現場実習などの学習が始まります。 
 「たかつ Instagram」開設いたしました。これまでホームページでお子さんの様子をお伝えしてまい

りましたが、2 年後の創立 50 周年に向けて、たかつの様子を随時投稿していきます。 Instagram で

は、人の映っていない写真のみを投稿します。学習活動の様子やお子さんの目線に立った写真を掲載予

定です。アカウントの情報は、5 月 30 日からホームページに、また、6 月の「スマイルのたね」でも

お知らせする予定です。  
物価高騰の影響を受け、給食費に対する補助が確定しました。特に最近話題となっている米の価格上

昇をはじめとする状況の中、1 食あたり 66 円の補助を加えた 466 円で提供しております。 なお教職員

には補助がないため、同額を別途徴収しております。   
 梅雨の時期になると、体調を崩しやすいですが、安全・安心に学習を進めていきたいと思います。 

  

 

◎委員会報告・予定                   

広報委員会 
 5/ 2 委員会（原稿整理） 

 5/ 8 入稿 

5/23 委員会（初校チェック） 

5/26  写真・レイアウト確認 

6/ 2 再校   

6/ 4 校了 

6/16 発行（たかつ 132 号） 

余暇・美化活動委員会 

5/16   除草作業のお知らせ配付 

5/23  ボランティア募集締め切り 

5/29   委員会（除草場所選定、ボランテ 

ィアの名簿作成、飲み物購入等） 

6/11  除草作業 

※11 月にも校舎周辺の美化活動を行う予定です 

 ＰＴＡだより 



 

進路委員会 
5/19  施設見学実施に向けてのアン 

ケート配付 

6/4   委員会   

7/3    施設見学(東やまたレジデンス) 

7/7    施設見学(あーる工房) 

 

学部・学年委員会 

5/12   委員会（ベルマーク強化チラシ 

印刷、配布、テトラパック作業） 

6/9   委員会（web チラシ印刷、配布、 

     ベルマークキットの作成） 

 

◎役員報告・予定                 

4/ 7      入学式 

4/ 9      第 1 回役員会 

4/14～17  保護者懇談会にて委員選出 

4/12      後援会総会 

4/23      令和 6年度会計監査 

4/23      合同委員会 

4/24   県知Ｐ連理事会 

5/ 7      第 1 回運営委員会 

5/12   ＰＴＡ前期書面総会資料配付 

5/14      第 2 回役員会 

5/20  県知Ｐ連総会 

5/28    第 2 回運営委員会 

5/28  ＰＴＡ前期書面総会決議 

6/19   豊かな地域療育を考える連絡会 

6/19  県知Ｐ連理事会 

7/ 2   第 3 回役員会 

7/16  第 3 回運営委員会 

9/10    第 4 回役員会  

9/24    第 4 回運営委員会 

 

※ 「県知Ｐ連」とは神奈川県特別支援学校知的障害教育校ＰＴＡ連合会の略です。役割は、県内各学校か

ら出された意見や要望をまとめて教育委員会などの行政へ伝えることや、年２回広報誌を発行し、活動

報告や関係諸団体の協議大会・研修会の報告などを掲載して情報交換につとめること、知識と情報を提

供するための、会員のみなさまを対象とした研修会などがあります。 

※ 「豊かな地域療育を考える連絡会」は 2005 年、川崎市内の障がい児の豊かな育ちと生活を願ってさま

ざまな形で関わっている人たちがつどい当事者と家族の願いを理解・共有し、支援する仕組みづくりに

寄与することを目的として立ち上げられました。現在、①学校部会 ②幼児小学生部会 ③放デイ部会 
④保護者部会 ⑤医療ケア部会の５つの部会があります。８月を除く毎月１回、全体で集まり関係者間

の情報交換、情報収集を行っており、どなたでも参加できます。 

（ 豊かな地域療育を考える連絡会 HP  https://ryoiku2019.jimdofree.com ） 

 

◆会計からのお知らせ◆  ＰＴＡ団体保険について 

・ＰＴＡでは、団体保険に加入しています。（今年度も 4/23 に手続完了しています。） 

この保険は、ＰＴＡ主催・学校共催の行事・活動の際のケガを保障するものです。 

（例えば、施設見学・委員会活動などでケガをした場合保障の対象となり、行き帰り時も 

含みます。） 

・対象は会員の世帯です。（病院にかかった場合に限ります。） 

・ケガをされたときは、「いつ、どこで、どのような状態のときにケガをしたか」を担任の 

先生を通して、ＰＴＡ会計までご連絡ください。手続きについてご説明いたします。 

・保険会社の審査がありますので、全てのケガが保障の対象になるとは限りません。 



 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　 

 令和７年度ＰＴＡ前期総会(書面)の議事につきまして、ご報告いたします。 

    　   

 　  

 ＰＴＡ会則第９章第17条１．(４)と第13章第27条の定めるところにより、総会は成立い 

 たしました。 

 議案 １．　令和７年度活動計画（案） 

 　　　　　　⇒ 承認数過半数を超え　承認（２０７名） 

 議案 ２.　 令和７年度ＰＴＡ会計予算（案） 

 　　　　　　⇒ 承認数過半数を超え　承認（２０５名） 

 議案 ３．  令和６年度活動報告（運営委員会及び係） 

 　　　　　　⇒ 承認数過半数を超え　承認（２０６名） 

 議案 ４．　令和６年度ＰＴＡ会計決算報告及びＰＴＡ特別会計決算報告 

 　　　　　　⇒ 承認数過半数を超え　承認（２０７名） 

 議案 ５．　  PTA会則（改正・変更） 

 　　　　　　⇒ 承認数過半数を超え　承認（２０３名） 

 ご質問・ご意見の一部をご紹介させていただきます。 

 ●  とても良いと思います！紙の時よりよく読んだかも。 

 ●  役員さんの負担が軽減できる方法で、とても良いなと思いました。 

 ●  Googleフォームの活用、会則の変更、会計の郵便局対応などなど、素晴らしいと思いま 

 す。本当にありがとうございます。 

 ●  かねてより願っていたことだったので実現して大変嬉しいです。 

 ●  少しでも役員さんのお仕事が軽くなり、たくさんの方が役員さんの仕事に気軽に参加でき 

 るようになることを切に願っています。 

 ●  紙面よりもネットでの決議の方が入力も集計も楽で良いと思います。ありがとうございま 

 す。分かりやすくて良かったです。 

 ●  Googleフォームは回答しやすいので有難いです。 

 ●  オンラインになり、とても便利になったと思います。ありがとうございます。 

 ●  決議方法は良いと思います。議案1の2ページ目の委員会活動につきまして、進路委員の活 

 動はコロナ禍のときの記載のままになっているのでは？と思います。 

 ●  ペーパーレスで素晴らしい試みだと思います。いつもご尽力ありがとうございます。 

 ●  PTA活動にご尽力いただき、ありがとうございます。活動を通じ学年を超えて会員同士が交 

 流でき楽しい会になるように、そして風通しのよい学校になるようにと願っています。 


